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豊明市コミュニティバス運行事業公募型プロポーザルの審査結果について 

 

 

 

１ 概要 

事 業 名 豊明市コミュニティバス運行事業 

事 業 期 間 令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで（３年間） 

公 募 区 分 公募 

公募・選定の過程 実施要領配布：令和６年１０月４日（金）から令和６年１０月３１日（木）まで 

質 問 受 付：令和６年１０月２１日（月）午後５時まで 

質 問 回 答：令和６年１０月２５日（金） 

応募書類提出：令和６年１０月３１日（木）午後５時まで 

プレゼンテーション及び審査：令和６年１１月２１日（木） 

応 募 状 況 企画提案書提出事業者：２社 

優 先 交 渉 権 者 名鉄バス株式会社 

次 点 交 渉 権 者 レスクル株式会社 

審 査 結 果 後述のとおり 

 

 

２ 選定理由 

優先交渉権者は、「事業実施体制」「利用促進の取組み」「車両故障時における適切な対応」について評

価されている。買い物、通院等の地区間の移動ニーズに対応する役割をもったコミュニティバスにとっ

て、安定した運行を維持していくことは何よりも大切なことであるため、バスの安定した運行を維持し

続けることが期待される。 

また、「利用促進の取組み」のうち独自の取組みに関して、コミュニティバスの利用を推進する様々な

取組が見受けられ、利用者の増加が見込まれる。 

以上のことなどから、名鉄バス株式会社が優先交渉権者として選定された。 

 

 

３ 採点結果 

 優先交渉権者 次点交渉権者 

評 価 点 合 計 ３１９ ２５５ 

（４００点満点） 


